
議案第 94 号 

 

令和６年度（債務負担行為）豊科中央児童館建設事業新築工事請負契約につい

て 

 

令和６年７月 30 日一般競争入札に付した令和６年度（債務負担行為）豊科中央児

童館建設事業新築工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法

（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第１項第５号及び安曇野市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 17 年安曇野市条例第 48 号）第２条の

規定により、議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

 

１ 契約の目的   令和６年度（債務負担行為）豊科中央児童館建設事業 新築工

事 

 

２ 契約の方法   一般競争入札 

 

３ 契約金額    329,417,000 円 

 

４ 契約の相手方  長野県安曇野市豊科 4932 番地 39 

株式会社 佐原建設 

代表取締役 佐原 良彦 

 

 

 

令和６年９月３日 提出 

 

 

安曇野市長  太田 寛 



 

 

議案第 95号 

 

   松本広域連合の消防費負担金算定基準の変更及び松本広域連合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 291条の３第１項の規定により、令和７年４月１日

から松本広域連合の消防費負担金算定基準を変更し、松本広域連合規約を別紙のとおり変更す

る。 

 

 

  令和６年９月３日 提出 

 

 

安曇野市長  太田 寛 



 

 

 

関係市村 

 

総経費の７.５／１０の額に基準財政需要

額の割合を乗じて得た額、総経費の２.５／

１０の額に人口割を乗じて得た額及び高速

道路救急業務に係る特別交付税の交付決定

額に相当する額を合算した額 

 

 

（別紙） 

 

   松本広域連合規約の一部を変更する規約 

 

 松本広域連合規約（平成１１年長野県指令１０地第１０１８号）の一部を次の

ように変更する。 

      「 

 

 

 

 

 別表第２中                           を 

 

 

 

 

  

 

                                」 

「 

 

 

 

 

 

第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 「人口割」の算定基礎は、前年１０月１日現在の住民基本台帳に記載され 

ている人口による。 

 

   附 則 

 この規約は、令和７年４月１日から施行する。 

 

松本市 総経費の９／１０の額に基準財政需要額

の割合を乗じて得た額に総経費の０．６／

１０の額を加えて得た額 

塩尻市 総経費の９／１０の額に基準財政需要額

の割合を乗じて得た額に総経費の０．１５

／１０の額を加えて得た額 

安曇野市 総経費の９／１０の額に基準財政需要額

の割合を乗じて得た額に総経費の０．２５

／１０の額を加えて得た額 

東筑摩郡の

各村 

総経費の９／１０の額に基準財政需要額

の割合を乗じて得た額 

関係市村 高速道路救急業務に係る特別交付税の交

付決定額に相当する額 

 

に改め、同表備考中 

」 



議案第96号  

 

長野県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第291条の３第１項の規定により別紙のと

おり規約を変更するため、同法第291条の11の規定により議会の議決を求める。  

 

 

令和６年９月３日提出  

 

 安曇野市長 太田 寛  



（別紙） 

長野県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

 

長野県後期高齢者医療広域連合規約（平成19年長野県長野地方事務所指令18長地政

第331号許可）の一部を次のように変更する。 

  

第４条中「に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる」を「及び高

齢者医療確保法に基づく命令に基づき後期高齢者医療広域連合が行うものとされた後

期高齢者医療の事務及びそれに付随する」に改め、同条ただし書及び各号を削る。  

第17条第２項中「別表第２」を「別表」に改める。  

別表第１を削り、別表第２を別表とする。  

附 則  

この規約は、令和６年 12 月２日から施行する。 


